
国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点

1 自然環境
の保全

Ａ：森林

Ｂ：河川

Ｃ：農地

Ａ：森林面積
（ほぼ人工
林）

Ｂ：河川流域
面積

Ｃ：農地面積

1411ha

27ｋ㎡

1293ha

1411ha

27ｋ㎡

1292ha

実施中

実施中

実施中

Ａ：適切に管理さ
れている

Ｂ：きれいになる

Ｃ：管理されてい
る

Ａ：間伐された森
林の面積＋樹種
転換した森林の
面積

Ｂ：河川の水質
（BOD：
Biochemical
Oxygen
Demand、生物化
学的酸素要求
量）

Ｃ：耕作放棄地面
積

4ha

1.15mg
/L

36.8ha

25ha

2.65mg
/L

54.5ha

実施中

実施中

実施中

20ha

1.15mg
/L

40.0ha

20ha

1.15mg
/L

37.5ha

20ha

1.15mg
/L

35.0ha

20ha

1.15mg
/L

32.5ha

20ha

1.15mg
/L

30.0ha

(森林)　・町の面積の４割が
森林でという自然環境に恵
まれている。森林の持つ多
面的・公益的機能を維持保
全する。

(河川)　・河川クリーンアップ
は全町的に定着しており、
桜やしゃくなげなどを植え河
川の美化活動も一部始まっ
ている。
・水質は以前と比較して改
善している。

(農地)　・農地保有の下限
面積を下げることで、農地
に多くの人(新規就農者、趣
味的農業者など)が関わっ
ている。耕作放棄地対策と
して山菜などの作物の栽培
を促進している。

(その他)
国見町の美しい自然環境
は、町民に豊かさをもたらし
ている。町のシンボルとして
阿津賀志山からの眺望と桃
の花は、春には桃源郷の景
観を演出しているほか、一
年を通して小坂峠からの眺
望は美しい。

(森林)針葉樹が多く、密触
植林がされている上、森林
の手入れがされておらず、
松くい虫による被害が拡大
している。このため大雨時
の保水力の低下や土砂災
害が懸念される。

(河川)西根堰の下流のた
め、上流から生活雑排水が
流入している。このため観
月台ため池の水が汚い。

(農地)農業従事者の高齢化
と新たな担い手不足によ
り、耕作放棄地が増加して
いる。・農業用水の溜池で
古いものが数多くあり、大雨
が降ったときに危険である。

＜伸ばすべき点の対策＞
(農地)・農家等の理解・協力
により、農地の有効利用を
図る。

＜問題点への対策＞
(森林)・山林所有者や町民
の理解を得て、間伐や樹種
転換を進める。また、広葉
樹林面積を増加させる。・間
伐材の利用について検討
する。

(河川)・自然環境保全のた
めに、町民や河川(上流か
ら下流)関係者の協力により
水質浄化をすすめ、多様な
生物が棲める河川となるよ
うに努める。・さらに下水道
と合併処理浄化槽の普及
に取り組む・自然環境に配
慮した工法に取り組む。

(農地)・農家等の理解・協力
により、農地の有効利用を
図る。老朽ため池の改修に
取り組む。

（自助）・　住民は
清掃活動等に積極
的に参加する。
 ・　住民は環境を
悪化させない生活
行動をとるように努
力する。

（共助）・　環境推
進団体等は、身近
な自然の保護活動
等に参加する。

（協働）・　環境推
進団体等と役場が
連携し、環境美化
活動等を行う。
・環境の保全を理
解してもらう環境学
習の機会を設け
る。

　（町）・国県等と連
携して、自然環境
保全の普及活動を
実施する。
・関係機関と協力
して、耕作放棄地
の解消に取り組
む。また、森林整
備と森林再生の推
進・支援を行う。
・道水路等の公共
工事においては、
自然環境を保護す
る工法を採用す
る。

（国県）・　自然環
境保全のための法
律や制度を設け
て、活動の助成と
ＰＲを行うとともも
に広域的な対策を
講じる。

2 環境にやさ
しい生活の
推進

Ａ：町民 Ａ：人口 10577
人

10242
人

10196
人

Ａ：*環境にやさし
い生活を送って
いる

*環境にやさしい
生活とは、環境
負荷の低減に配
慮した生活（省エ
ネ、リサイクル
等）

Ａ-1：環境にやさ
しい生活を送って
いる町民の割合

Ａ-2：町民一人当
たりの年間ごみ
排出量

Ａ-3：リサイクルし
た資源量

　　－

244kg

372kg

96.1%

236kg

335kg

未調査

228kg

356kg

97.0%

228kg

356kg

97.5%

228kg

356kg

98.0%

228kg

356kg

98.5%

228kg

356kg

99.0%

228kg

356kg

・環境にやさしい生活を送っ
ている町民が多い。
・子供会等の資源回収事
業、マイバック運動を継続
する。

・レジ袋有料化（削減）につ
いて、商店街が加盟してい
る商工会等において、議論
が進んでいない。
・ペットの飼育について苦情
等がある。

＜伸ばすべき点の対策＞
・環境にやさしい生活を送る
意識の共有と実践を維持す
る。
・マイバック運動に参加して
いない店舗等の参加を促進
する。
・ごみ分別収集の一層の推
進と徹底を図る。

＜問題点への対策＞
・現在町（庁舎のみ）の取組
である、地球温暖化対策（Ｃ
Ｏ2削減）を全町に広げる。
・現在燃えるごみである生
ごみについて、資源化・分
別化を検討する。
・太陽光発電の推進を検討
する。
・ペットの飼育の正しい知識
を身につける。

(自助)　・ゴミ減量
及び分別収集の徹
底する。買い物時
にマイバックを持
参する。
・不法投棄をしな
い。
・ペットの飼育に関
する正しい知識と
モラルを持つ
 
(共助)　子ども会で
の資源ごみ収集に
協力する

(協働)　事業所と
地球温暖化対策を
推進する。(まずは
役場で温暖化対策
計画を推進する。)

(町)・不法投棄の
監視を行う。
・ごみ分別収集の
徹底を図る。
・地球温暖化対策
を積極的に進め
る。
・生活環境推進員
と連携して、ごみス
テーションの管理、
不法投棄の監視等
を行う。
　
(町・県・国)　公共
施設に太陽光発電
設備の導入を検討
する。

行政の役割意図
対象指標の推移

対象 対象指標
国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策

(第５次計画の対策)
成果指標

成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

　
　
　

【
対
象

】
町
内
全
域
　

【
意
図

】
地
域
の
資
源
を
活
か
し

、
自
然
と
調
和
し
て
い
る

1
　
地
域
の
資
源

（
タ
カ
ラ

）
を
活
か
し

、
自
然
と
調
和
し
た
ま
ち

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

3 安心で快適
な生活の場
づくり

Ａ：町民 Ａ：人口 10577
人

10242
人

10196
人

Ａ：安心で快適な
生活を送る

Ａ-1：「安心で快
適な生活を送る
ことができてい
る」と感じる町民
の割合

Ａ-2：水道普及率

Ａ-3：汚水処理普
及率

Ａ-4：「快適に上
水道を利用でき
ている」と感じる
町民の割合

Ａ-5：「快適に下
水道を利用でき
ている」と感じる
町民の割合

Ａ-6：「身近に憩う
ことができる公園
や空間がある」と
感じている町民
の割合

　　－

97.8%

52.5%

　　－

　　－

　　－

63.4%

97.0%

59.2%

78.3%

59.4%

44.2%

未調査

実施中

実施中

未調査

未調査

未調査

63.4%

97.5%

61.9%

78.3%

59.4%

44.2%

65.0%

98.0%

62.7%

78.5%

63.0%

45.0%

66.0%

98.0%

63.5%

78.8%

65.0%

45.5%

66.5%

98.0%

64.4%

79.5%

68.0%

46.0%

68.0%

99.0%

65.2%

80.0%

70.0%

47.0%

・水質の良好な水道水を供
給する
・下水道と合併処理浄化槽
により、下流の環境を保全
する。

・上水道の老朽管の更新時
期となっている。
・上水道への統合が進まな
い簡易水道がある
・「身近に憩うことができる
公園や空間がある」と感じ
ている町民が44.2%と低い
・子どもが安心して遊べる
公園が尐ない。
・合併処理浄化槽の整備を
進めているが、調整区域を
中心に単独浄化槽が残って
いる。
・町内の一部では光回線が
供用開始になっているが、
町民意識調査では情報通
信機器、インターネットの利
用は３４．４％と低い。

＜伸ばすべき点の対策＞
・良質な水道水を維持する
・公共下水道整備区域外の
合併処理浄化槽を普及させ
る

＜問題点への対策＞
・上水道の老朽管を更新す
る
・上下水道料金の見直しを
図る
・簡易水道を統合する
・町営源宗山住宅を除去し
た後の跡地利用の基本方
針を策定する。
・身近な公園を充実させ子
供が安心して遊べるように
する。
【子供が遊べる公園】①小
坂：農村総合管理センター
②藤田：観月台文化セン
ター、旧保育所跡③森江
野：季節保育所④大木戸：
ふれあいセンター⑤大枝：
東部高齢者活性化セン
ター、を中心に充実させ、災
害等の避難場所としても整
備する。
・単独浄化槽から合併処理
浄化槽に移行を促進する
・ブロードバンドの活用を促
進する。

(自助)整備された
公共下水道へ接続
する。公共下水道
区域外について
は、合併処理浄化
槽の設置を図る。
(自助)生活排水に
よる水環境の重要
について認識す
る。
(自助)ブロードバン
ドの活用に努め、
インターネット・電
子メールの利用を
図る。
(自助)身近な公園
の利用により、公
園の美化と緑化に
努める。

(共助)簡易水道に
ついては上水道に
統合し受水需要の
実態に即して給水
する。

(町)漏水防止対
策、老朽管の更新
を推進する。・簡易
水道については町
に統合を働きかけ
る。
(町)情報基盤の整
備とパソコンによる
情報技術の提供を
図り町民の利用促
進を図る。
(町)身近に利用で
きる公園を整備し、
維持保全する。
(県・町)公共下水
道の整備と、下水
道区域外は合併浄
化槽の整備促進を
図る。

4 魅力ある居
住環境の
形成

Ａ：町民

Ｂ：国見町
内に新た
な住まい
を求めて
いる方

Ａ：人口

Ｂ：国見町内
に新たな住ま
いを求めてい
る方の人数

10577
人

10242
人

10196
人

Ａ：住み続けたい
と感じる

Ｂ：国見町内に転
入する

Ａ-1：「国見町が
魅力ある居住環
境だ」と思う町民
の割合

Ａ-2：「国見町内
に住み続けたい」
と感じる町民の割
合

Ｂ-1：転入出者数

Ｂ-2：転入出世帯
数

Ｂ-3：年間新築住
宅戸数

　　－

　　－

転入
236人
転出
317人

転入
60世帯
転出
55世帯

16棟

46.0%

76.7%

転入
223人
転出
248人

転入
59世帯
転出
39世帯

11棟

未調査

未調査

転入
260人
転出
200人

転入
70世帯
転出
30世帯

10棟

50.0%

80.0%

転入
260人
転出
230人

転入
60世帯
転出
50世帯

15棟

56.0%

82.0%

転入
250人
転出
230人

転入
55世帯
転出
45世帯

15棟

60.0%

84.0%

転入
240人
転出
220人

転入
50世帯
転出
45世帯

15棟

63.0%

85.0%

転入
230人
転出
210人

転入
50世帯
転出
40世帯

15棟

66.0%

87.0%

転入
220人
転出
200人

転入
45世帯
転出
40世帯

15棟

・居住環境の良さ（自然の
豊かさ、町外アクセスの利
便性）を維持する。
・国道沿線の市街化が拡大
している。

・転入者が、今後どういった
建物・場所に居住するの
か、町としての方針が定
まっていない
・働く場が遠い、かつ、不足
している。
・商店街にシャッター商店が
増えている。
・JR藤田駅前に公共駐車場
がない。
・防災を考慮した公園、子ど
もの遊び場としての公園が
不足している。
・学校統廃合後の跡地の利
用方法が決まっていない
・小坂緑住区の開発開始時
期が定まっていない
・源宗山住宅地を取り壊し
た跡地の計画時期が定まっ
ていない
・町内交通が不便（車がな
いと移動できない）
・高齢者ための福祉施設が
ない。
・国見のよさのPRが不足し
ている。

＜伸ばすべき点の対策＞
・自然の豊かさ、町外アクセ
スの利便性を維持する・国
道沿線の市街化拡大を着
実に進める。

＜問題点への対策＞
・ニュータウンの分譲終了
後の計画、ニュータウンに
住めない方（低所得者層）、
賃貸を希望する方への対策
を定める。
・商店は、お互い連携して
各商店でお客さんが買い物
をしやすいようにする。商工
会はそれを支援する。
・JR藤田駅前に公共駐車場
の設置すすめる。
・防災を考慮した公園、子ど
もの遊び場としての公園を
作る
・学校統廃合後の跡地の利
用方法を決める
・小坂緑住区の開発開始時
期を定める・源宗山住宅地
の跡地の活用について基
本方針を定める
・町内移動手段を確保する・
高齢者福祉施設を建設する

(自助)・住民は、豊
かな自然を守る努
力を行い、魅力あ
る住みやすい町に
なるよう心掛け、実
践する。

（共助）・地域は、
豊かな自然を守る
努力を行い、魅力
ある住みやすい町
にするよう心掛け、
実践する。
・商店は、お互い
連携して各商店で
お客さんが買い物
をしやすいようにす
る。商工会はそれ
を支援する。

（協働）・行政と住
民は、豊かな自然
を守る努力を行
い、魅力ある住み
やすい町にするよ
う心掛け、実践す
る。

・町は町内移動の
ための交通手段を
確保する
・県は土地利用計
画で居住関係の用
途を区分する。（土
地利用計画方針は
市街化区域縮小と
している。）
・国が自然を守る
ための法整備、補
助体制等の確立を
行う。

　
　
　

【
対
象

】
町
内
全
域
　

【
意
図

】
地
域
の
資
源
を
活
か
し

、
自
然
と
調
和
し
て
い
る

1
　
地
域
の
資
源

（
タ
カ
ラ

）
を
活
か
し

、
自
然
と
調
和
し
た
ま
ち
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

5 交通体系
の充実

Ａ：町民 Ａ：人口 10577
人

10242
人

10196
人

Ａ-1：安全・安心
に移動できる

Ａ-2：快適・迅速
に移動できる

A-3-1:道路の延
長

A-3-2:道路の舗
装率

Ａ-1：交通事故の
発生件数

Ａ-2-1：町内の幹
線道路での移動
に不便を感じる
町民の割合

Ａ-2-2：町内の生
活道路での移動
に不便を感じる
町民の割合

A-2-3:公共交通
を日常的に利用
している町民の
割合

A-3-1:町道総延
長

A-3-2:町道の舗
装率

37件

　　－

　　－

　　－

233.5k
m

77.7%

29件

19.3%

26.2%

鉄道
26.8%
バス
5.0%
まちな
かタク
シー
6.1%

235.1k
m

78.2%

25件

未調査

未調査

鉄道
26.8%
バス
5.0%
まちな
かタク
シー
6.1%

235.0k
m

78.5%

24件

17.0%

20.0%

鉄道
26.8%
バス
5.1%
まちな
かタク
シー
6.3%

236.0k
m

79.0%

23件

16.0%

18.0%

鉄道
26.5%
バス
5.2%
まちな
かタク
シー
6.5%

237.0k
m

80.0%

22件

15.0%

16.0%

鉄道
26.5%
バス
5.4%
まちな
かタク
シー
6.8%

238.0k
m

81.0%

21件

14.0%

14.0%

鉄道
26.5%
バス
5.5%
まちな
かタク
シー
7.0%

239.0k
m

82.0%

20件

13.0%

12.0%

鉄道
26.1%
バス
5.4%
まちな
かタク
シー
7.0%

240.0k
m

83.0%

・交通事故死亡０の継続
・幹線・生活道路に不便を
感じる町民の割合を低いま
ま維持する
・デマンド交通が利用されて
いる

【交通安全】・交通弱者とな
る高齢者が増えている・事
故の加害者・被害者となる
高齢者が増えている・車同
士の出会い頭の衝突事故
が増えている

【道路】・生活道路が未整備
の所がある
意識調査結果（幹線道路）：
危険個所がある（24.5%）右
折レーンがない（21.3%）、道
路がきちんと舗装されてい
ない（19.6%）交通量が多い
（15.4%）、（生活道路）：危険
個所がある（41.4%）側溝蓋
がない（29.3%）舗装（27.1%）
カーブミラー（26.8%）

【公共交通】・ＪＲ藤田駅前
に駐車場がなく、自動車を
利用する方が不便である。

＜伸ばすべき点の対策＞
・住民に対して交通安全教
育（注意事項の周知等）を
実施する
・デマンドタクシーを更に
知ってもらい、利便性を高
める

＜問題点への対策＞
（交通安全）
・高齢者ドライバーに対する
教育を充実する
（道路）
・幹線道路の歩道の整備促
進を図る
・道路整備計画を策定し、
道路整備の基本方針を定
める。
（公共交通）
・駅前駐車場整備の基本方
針を定める

（自助）町民が交通
安全を考え、交通
ルールを守り、交
通事故をなくす。

（共助）地域が交通
安全を考え、交通
ルールを守り、交
通事故をなくす。
地域が地域内の危
険個所を確認して
役場に伝える。

（協働）町、地域が
連携して交通死亡
事故0日を始めとし
た交通安全対策に
取り組む

（町）・町道を整備
する。
・公共交通の充実
を図る。
・交通上、危険と思
われる箇所等の整
備をする。（カーブ
ミラー設置等）
・交通安全団体に
よる各種事業を支
援する。

（県）県道を整備す
る。
・広域的な安全対
策を行う。
・警察と連携して交
通安全教育を推進
する

(国)・国は国道を整
備する。

6 地域の資
源を活かし
た魅力ある
景観の形
成

Ａ：自然景
観

Ｂ：街並み
景観

Ｃ：歴史的
景観

Ａ：自然景観
の数（森林、
農村風景、桃
源郷、阿津賀
志山等）

Ｂ：街並み景
観の数（都市
計画的景観
等）

Ｃ：歴史的景
観の数（小坂
宿、二重堀、旧
奥州道中等）

景観と
しての
数値は
記載し
ない

景観と
しての
数値は
記載し
ない

景観と
しての
数値は
記載し
ない

土地利用計画で
自然景観、街並
み景観、歴史的
景観を守るように
し整備を進める。
(Ａ、Ｂ、Ｃ：有効利
用されて美しく保
たれる)

Ａ：「自然景観が
有効利用され美
しく保たれてい
る」と感じる町民
の割合

Ｂ：「街並み景観
が有効利用され
美しく保たれてい
る」と感じる町民
の割合

Ｃ：「歴史的景観
が有効利用され
美しく保たれてい
る」と感じる町民
の割合

　　－

　　－

　　－

59.0%

32.3%

40.4%

未調査

未調査

未調査

64.0%

38.0%

50.0%

68.0%

45.0%

53.0%

72.0%

48.0%

56.0%

76.0%

50.0%

58.0%

80.0%

53.0%

60.0%

(自然景観)春の時期の桃の
花と農村風景が一体化して
おり、桃源郷の風情が保た
れている。万歳楽山、阿津
賀志山、小坂峠、林道等の
素晴らしい景観が望める。
（観るのにちょうどよい高さ
である）

(街並み景観)観月台公園は
四季折々に色々な花が楽し
め、町民の憩いの場所に
なっている。

(歴史的景観)阿津賀志山防
塁など素晴らしい歴史的景
観がある。

(街並み景観)商店街では、
廃業する商店が出てきてお
り、今後もその傾向が続く
恐れがある。観月台公園た
め池の水が濁っている。(西
根堰の水が入ってきている
ため)

(歴史的景観)阿津賀志山防
塁等の復元等が必要であ
る。

＜伸ばすべき点の対策＞
国土利用計画で街並み地
域、歴史的地域、自然地域
の景観を守るよう推進す
る。
町民が美しい景観を関心を
もてるような推進する(国見
町景観百景のような企画)

＜問題点への対策＞
(自然景観)田園風景、桃源
郷の風景など、産業に関係
する施策（施策名:農業の振
興、国見町の資源を活かし
た観光振興）と連携して、景
観が守られるよう対策を講
じる。
(街並み景観)商店街の活性
化については、産業に関係
する施策（施策名:商工業の
振興）と連携して、景観が守
られるよう対策を講じる。
(歴史的景観)歴史的景観に
ついては、それぞれ関係す
る施策（施策名:国見町の資
源を活かした観光振興、歴
史や文化財の保護と活用）
と連携して、景観が守られ
るよう対策を講じる。

(自助)景観を損な
わないようも景観
に関心を持つ。

(互助)地域が花
いっぱい運動、ク
リーンアップ作戦
等清掃作業をす
る。

(協働)町民と地
域、行政が景観に
関心を持ち、景観
を守る活動を行う。

・町が景観形成に
関連して整備・支
援する。違法建築
物をなくし、不法投
棄をさせない。
・県は屋外広告物
等の景観条例、土
地利用について都
市計画法等の遵守
指導等を行う。
・国は県町への財
政的支援と法的指
導等を行う。

　
　
　

【
対
象

】
町
内
全
域
　

【
意
図

】
地
域
の
資
源
を
活
か
し

、
自
然
と
調
和
し
て
い
る

1
　
地
域
の
資
源

（
タ
カ
ラ

）
を
活
か
し

、
自
然
と
調
和
し
た
ま
ち
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

7 総合的・計
画的な土地
利用の推
進

Ａ：町域全
体の土地

Ｂ：土地利
用計画に
基づく区
域

Ａ：町域面積

Ｂ-1：市街化
区域

Ｂ-2：市街化
調整区域

37.9ｋ
㎡

143.6h
a

2456.4
ha

37.9ｋ
㎡

143.6h
a

2456.4
ha

37.9ｋ
㎡

143.6h
a

2456.4
ha

Ａ：適切な土地利
用がされている

Ａ-1：耕作放棄地
面積

Ａ-2：市街化区域
の未利用地面積

36.8ha

未利用
地は把
握して
いない

54.5ha

未利用
地は把
握して
いない

集計中

未利用
地は把
握して
いない

40.0ha

未利用
地調査
の実施

38.0ha 35.0ha 33.0ha 30.0ha ・森林整備計画を毎年見直
している
・耕作放棄地対策を進めて
いる

・耕作放棄地が増えている
・農地の適正な利用がされ
ていないところがある
・不適格建築物を把握して
いない
・国土利用計画の見直しが
されていない

＜伸ばすべき点の対策＞
・森林整備計画を毎年見直
しする。

＜問題点への対策＞
各計画の策定にあたって
は、町民も参画する。
(国土利用計画)国土利用計
画(国見町全体の総合的土
地利用の方針)を策定する。
その策定にあたっては振興
計画の各施策の検討結果
を反映する。
(都市計画)・不適格建築物
の防止に努める。
・新たな市街化区域の編入
も視野に県と協議する。
・都市計画における市街化
区域の未利用地の利活用
を進める。
(農振計画)
・耕作放棄地の実態調査を
反映して、農業振興地域整
備計画(農振計画)の見直し
し、計画を推進する。
・違法転用の防止に努め
る。

(自助)・町民は農
地の違反転用や不
適格建築物をつく
らない。

(共助)・地域は自
分の区域の土地利
用計画を理解す
る。

(協働)・町全体の
土地利用計画の策
定に参画する。

・町は土地利用計
画に基づきへ土地
利用の推進を図
る。
・町は違法転用と
不適格建築物の防
止に努め、必要に
応じて対応する。
・県が町との連携
を図り違法物件の
処理等を助言す
る。
・国が県との連携
を図り都市計画
法、農地法等の助
言をする。

　
　
　

【
対
象

】
町
内
全
域
　

【
意
図

】
地
域
の
資
源
を
活
か
し

、
自
然
と
調
和
し
て
い
る

1
　
地
域
の
資
源

（
タ
カ
ラ

）
を
活
か
し

、
自
然
と
調
和
し
た
ま
ち
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

1 子育て支援
の充実

Ａ：子ども
を希望す
る世帯

Ｂ：子育て
世帯（例：
0歳～中
学生がい
る世帯）

Ａ：妊娠届出
件数

Ｂ：子育て世
帯数(年度末)

63件

集計な
し

53件

856世
帯

実施中

実施中

Ａ：安心して子ど
もを生むことがで
きる

Ｂ：安心して子ど
もを育てることが
できる

Ａ-1：子どもの出
生率

Ａ-2：合計特殊出
生率

Ａ・Ｂ：「国見町が
子どもを生み、育
てやすい環境」だ
と思う保護者の
割合

5.0‰

1.34
(H15～
H19)

　　－

4.4‰
(H20)
   -

39.8%

実施中

実施中

未調査

4.0～
6.0‰

1.30～
1.40

41.0%

4.0～
6.0‰

1.30～
1.40

42.0%

4.0～
6.0‰

1.30～
1.45

43.0%

4.0～
6.0‰

1.30～
1.45

44.0%

4.0～
6.0‰

1.30～
1.45

45.0%

町民意識調査(H22年３月)
での満足度は39.5%であっ
たが、第２次ニーズ調査
(H21年1月実施)によれば、
施設・開所時間・保育内容・
食事・病気対応・悩み事相
談・保護者の要望対応。安
全対策、衛生対策は8割を
超える満足度(就学前)で
あったので、さらに保育環
境を伸ばす。

第2次ニーズ調査（H21年1
月実施）によると次のとおり
子連れで楽しむ場所がな
い。児童館がない。親子の
集う場所(情報交換の場)が
ない。幼稚園の3年保育が
未実施である。
暗い通りや見通しの悪い交
差点がある。歩道や信号の
ない通りがある。公共機関
のトイレにオムツ替えの設
備がない。公共機関に授乳
設備がない。買い物時に子
ども遊ばせておく場所がな
い。

＜伸ばすべき点の対策＞
幼稚園の3年保育を実現す
る。保育所においては、幼
児教育へシフトし、保育の
質的な変化を行う。
安全安心な町をソフト面か
ら支える施策（交通安全教
育の充実）を充実する。

＜問題点への対策＞
放課後児童クラブを充実す
る。
地域医療の充実の施策と
連携して、小児医療を充実
させるとともに、病後保育を
実施する。
子連れで楽しむ場所につい
て、近隣市町と連携して、遊
び場マップを作成する。
利用者間のネットワークや
情報交換の場となる「子育
て支援センター」の機能の
充実を図る。

(自助)　父母等保
護者は子育てに関
して第一義的責任
を有する。

(互助)　地域は、子
育ての意義につい
て感心と理解を深
め次世代育成支援
に協力する。
(互助)　地域活動
団体は、関係者と
伝統文化など様々
な社会資源を効果
的に活用すること
を推奨する。

(協働)　事業者は
行政と連携して、
労働条件の整備、
職業生活と家庭生
活の両立させるた
め雇用環境の整備
と自ら次世代育成
支援対策を実施
し、また、国や自治
体の支援対策に協
力する。

町：地域における
子育て支援、保
育、教育、健康、居
住環境、職と家
庭、親の教育（親
づくり）、要保護児
童の養育環境整
備、母性及び乳幼
児の健康の増進、
教育環境の整備、
良好な住環境の確
保、職業生活と家
庭生活の両立に関
する行動計画の策
定する。

県：地域における
子育て支援、要保
護児童の養育環境
整備、母性及び乳
幼児の健康の増
進、教育環境の整
備、良好な住環境
の確保、職業生活
と家庭生活の両立
に関する行動計画
の策定する。

国：次世代育成支
援対策の総合的な
推進を図るため、
行動計画策定指針
を定める。

2 健康づくり
の推進

Ａ：町民 Ａ：人口 10577
人

10242
人

10196
人

Ａ：健やかで安心
して生活している

Ａ：心身ともに健
康だと感じている
町民の割合

B:生活習慣病（悪
性新生物・心疾
患・脳血管疾患・
糖尿病・高血圧
性疾患）による死
亡率　（対人口10
万人）

　　－

699.6
人

46.2%

21年度
は未発
表のた
め参考
数値
(H19)
705.9
(H20)
676.9

46.2%

636.0
人

46.0%

636.0
人

46.2%

636.0
人

46.5%

636.0
人

46.8%

636.0
人

47.0%

630.0
人

・各種健（検）診の受診率は
県平均、近隣市町村と比較
して同水準である。・ただ
し、町のみの年次推移では
減尐傾向であるため、対策
が求められる。
・意識調査によれば、町民
は健康のために食生活に
気をつけている(57.8%)、睡
眠休養を十分取るようにし
ている(53.0%)、タバコをひか
えている(52.0%)などの対策
をとっている点

・本町の生活習慣病による
死亡率は、いずれも国、県
を上回っている。⇒とくに、
三大疾病での死亡率が高
い傾向にある。)
・特に悪性新生物での死亡
率が高い傾向にある。(肺が
ん、胃がんの順)。
・「体は健康だが、心は健康
だと感じない」「心身ともに
健康だと感じない」の回答を
寄せた年齢が、心身の75歳
以上を除き30～59歳の働き
ざかりに比較的多く見られ
る。

＜伸ばすべき点の対策＞
・疾病の早期発見、早期治
療につながる各種健（検）診
の受診率をさらに高めるた
め、健診制度や町の健（検）
診体制の充実に努める。さ
らには、町国保特定健康診
査に関係する検査項目の
付加等を検討する。
・生活習慣病予防につなげ
るため、健診受診後の健康
教室等保健指導、さらには
広く健康づくりに関係する生
活習慣（運動・栄養・休養
等）に関する情報提供を行
う。また、食生活改善に取り
組む際、自主組織である食
生活改善推進員の活動が
期待される。食生活改善推
進員の活動支援や人材育
成を行う。
＜問題点への対策＞
・定期予防接種以外の予防
接種（子宮頸がんﾜｸﾁﾝ他）
費用助成の充実を図る。・
心の健康に関しては、特に
働きざかりの年齢層には経
済状況や職場環境等様々
な要因も考えられるが、家
族や周囲の気づきや支援を
促す等の活動を行う。が必
要である。・これらの取組み
を通して、町民の方に自身
の健康に眼を向け、健康づ
くりに関心と取組みを促す。

(自助)・自らの健康
管理（心身ともに）
を行う。・正しい健
康情報を選択し、
活用や実施につな
げる・各種健（検）
診の受診（町の各
種検診はじめ、社
会保険加入者等は
その医療保険者ま
たは事業者実施の
検診情報を活用す
る）・感染症予防（ﾋ
ﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｨﾙｽﾜｸﾁ
ﾝは子宮頸がん予
防）につながる各
種対策をとる。

(共助)・事業所
（主）は従業員の健
康管理と推進に向
けて取り組む（検
診体制の充実や労
働環境の改善等）

(協働)・健康推進
員をはじめ地域ぐ
るみで健康づくりに
取り組む。

(町)・検診体制を整
え、その実施方法
等について周知す
る
・生活習慣病（歯科
保健含む）対策を
推進する
・精神保健（心の健
康）の推進　　・感
染症予防対策
・健康づくりに関す
る正しい情報と機
会の提供

　
　
　

【
対
象

】
町
民
　

【
意
図

】
互
い
に
支
え
合
い

、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

２
　
互
い
に
支
え
合
い

、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

5/17



国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

3 地域医療
の充実

Ａ：町民 Ａ-1：人口

Ａ-2：病院数

Ａ-3：開業医
院数

10577
人

1病院

3医院

10242
人

1病院

6医院

10196
人

１病院

6医院

Ａ：必要なときに
適切な医療を受
けることができる

Ａ：「身近なところ
で必要なときに適
切な医療が受け
られる」と感じて
いる町民の割合

　　－ 65.2% 66.0% 67.0% 67.0% 67.0% 68.0% 70.00% 　公立藤田総合病院があ
り、地域医療の中核を担っ
ている。透析医療では、県
内でも性能と技術が高く評
価されている。
　公立藤田総合病院では、
救急患者を拒まずに受け入
れている。
　公立藤田総合病院の経営
が安定してきた。
　公立藤田総合病院の地域
連携室が、包括支援セン
ターと円滑な連携を図って
いる。
　平成21年10月から、子ど
も医療費助成制度が中学
生まで拡大している。

　公立藤田総合病院の経営
が持ち直しつつあるが、厳
しい状況にある。
　公立藤田総合病院の皮膚
科と産婦人科の常勤医師
が確保できておらず、他の
診療科の医師も不足気味
である。
　今後、国民健康保険の加
入者が増加する見込みであ
る
　梁川病院で療養型病床を
廃止する方向にあるため、
介護型病床が必要になる。

＜伸ばすべき点の対策＞
公立藤田総合病院が、引き
続き地域医療の中核として
機能するように経営する。
公立藤田総合病院の地域
連携室と他の医療機関ある
いは包括支援センターとの
連携を引き続き強化する。
子ども医療費助成制度を維
持する。

＜問題点への対策＞
閉鎖している診療科目の医
師確保に努力する。
国民健康保険の財政安定
に努力する。
介護型病床の確保に向け
て努力する。

（自助）町民は、早
期受診・早期治療
に努める。
（自助）町民は特定
健診を受診率す
る。

（共助）医療機関同
士は連携して、町
の医療体制の充実
に努める。

（協働）町民、医療
機関、行政は連携
して、適切な医療
を受診できる体制
を維持する。

(町)公立藤田総合
病院を安定経営す
る
(町)町内の医療機
関の調整と包括支
援センターの連携
を図る。
(町)国民健康保険
を健全運営する。
(国)診療報酬の見
直しによる公立病
院の経営の支援と
地方への医師の確
保を支援する。

4 高齢者支
援の充実

Ａ：高齢者
（65歳以
上）

Ａ：高齢者数 2944人 3144人 Ａ：健やかで生き
がいを持って生
活することができ
る

Ａ-1：高齢者のう
ち、介護認定者
の占める割合

Ａ-2：高齢者のう
ち、在宅の要介
護高齢者の占め
る割合

Ａ-3：高齢者のう
ち、要支援高齢
者の占める割合

15.1%

8.5%

1.7%

13.9%

9.3%

2.1%

15.1%

9.2%

2.6%

15.6%

9.1%

2.6%

15.0%

9.0%

2.7%

15.5%

9.5%

2.6%

15.5%

9.5%

2.6%

16.0%

10.0%

2.6%

・平成18年から地域包括支
援センターを直営にて設
置、高齢者に係る各種総合
相談窓口を一本化し、一般
高齢者施策・介護保険・介
護予防について、対象者に
適正な施策を提供してい
る。
・いきいきサロンの実施個
所数と参加者数が増えてい
る。

・一人暮らし高齢者が年々
増加しているため、事業の
周知を行う必要がある。
・一般高齢者施策の生きが
い活動通所等への参加者
が固定化している）
・閉じこもり高齢者に対する
対応が不十分である。・各
種事業への男性の参加者
が尐ない
・特別養護老人ホーム等の
介護福祉施設がない

＜伸ばすべき点の対策＞
・各事業の対象者の確実な
把握を行い、対処できる体
制を整える。
・いきいきサロン・生きがい
活動事業において、地域・
共同コミュニテイの場として
魅力ある企画を行う。

＜問題点への対策＞
一人暮らしの高齢者に対す
る対応を充実する
閉じこもりがちな方にいきい
きサロン等に参加するよう
に促す
高齢者をあらゆる方が積極
的に支える仕組みを整える
ために、地域ぐるみのネット
ワークを構築する。
介護予防事業に関心を持っ
てもらうため、現在元気であ
る高齢者の介護予防活動
への参加を推進する。
平成23年度に次期（平成24
年～平成26年）介護保険事
業計画・高齢者保健福祉計
画を策定し、基本方針を定
める。
特別養護老人ホーム等の
介護福祉施設の設置に努
力する。

(自助)自分の健康
は自分で守るとい
う観点から積極的
に事業に参加す
る。

(共助)地域の高齢
者を地域コミュニテ
イ全体で支えるこ
とに協力していた
だく。地域コミュニ
テイでボランテイア
の積極的な活動・
参加をお願いし利
用者の拡大・支援
をする。

(協働)地域高齢者
で要援護・支援が
必要な方の把握を
町・住民で一体と
なって推進する。

(町)地域の高齢者
の情報を把握す
る。介護認定にな
らないよう予防事
業をおこなう。介護
が必要な方に安心
で、適切なサービ
スが受けられるよ
うにする。一般高
齢者に安全・安心
な自立できる高齢
者サービスを提供
する。いきいきサロ
ン等のサービス事
業の周知を図る。
高齢者の生きがい
活動・社会参加の
場を保全し、魅力
あるものとする。

　
　
　

【
対
象

】
町
民
　

【
意
図

】
互
い
に
支
え
合
い

、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

２
　
互
い
に
支
え
合
い

、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち

6/17



国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

5 障がい者支
援の充実

Ａ：障がい
者

Ａ：障がい者
数

481人 497人 500人 Ａ：社会と関わり
ながらいきいきと
生活する

B-1：福祉施設入
所者の地域生活
移行者数H21年2
月末11人、既存
入所者の減と新
規入所者の増の
差し引き

B-2:入院中の精
神障がい者の地
域生活移行者数
（H21年2月末40
人、退院し地域
生活に移行する
延人数

B-3:福祉施設か
ら一般就労への
移行促進のた
め、福祉施設入
所・通所者が就
労移行支援事業
を利用する割合

0人

0人

   －

0人

0人

4.8%

0人

0人

4.8%

1人

2人

5.0%

0人

0人

5.0%

0人

0人

5.0%

0人

0人

5.0%

1人

2人

5.0%

身障者に対する医療費助
成制度を継続する。

※国見町障がい者福祉調
査（H20/8月実施）
・Ｑ：外出の頻度は？　Ａ：
「週に1～2回」＋「週に3～4
回」＋「ほとんど毎日」
67.4％
交通手段として鉄道（ＪＲ）、
バス（福島交通）などの公
共交通機関と「国見まちな
かタクシー」、「福祉有償運
送事業者」があり、約7割の
方が週１回以上外出してい
る。

※国見町障がい者福祉調
査（H20/8月実施）
・Ｑ：差別や偏見、疎外感を
感じたことがあるか？　Ａ：
「よく感じる」＋「ときどき感じ
る」34.2％
約3人に1人が疎外感を感じ
ている。

＜問題点への対策＞
※国見町障がい者福祉調
査（H20/8月実施）
・Ｑ：これからしたいこと？
Ａ：「買い物」31.5％、「旅行」
29.0％、「スポーツやレク
等」15.7％、「サークル活動」
15.4％
・社会参加や外出へのニー
ズが高いことから、外出手
段の確保が必要となる。社
会参加を促進するため公共
交通機関における施設面
や運行面での障がい者へ
の配慮が求められる。
・居宅介護での移動介護事
業や地域生活支援事業とし
ての各種割引制度、自動車
改造費助成等などの一層
の活用を促進する。
・Ｑ：どのような場面で差別
や偏見を感じるか。　Ａ：「外
での視線」21.7％、「隣近所
つき合い」15.4％、「仕事が
収入面」12.2％
・社会参加を促進するため
にも、障がい者や障害者福
祉のことを知ってもらい理解
してもらうことが求められ
る。このため、紙面での啓
発活動や、交流機会の増大
を図るため日常的な交流ふ
れあいの場を拡大するよう
努める。

・(自助)可能な限り
積極的に社会参加
をする。（障がい
者、家族）
・(共助)障がい者を
理解し、尊重して
社会参加に関して
の支援を行う。（地
域）
・(共助)障がい者
が安心して生活で
きる環境をつくる。
（地域）
地域＝幼稚園・保
育所・学校、老人ク
ラブ、近所の人、
町内会、民生児童
委員、障がい者相
談員、ボランティア
・(共助)障がい者
の雇用拡大を図
る。（事業所）

・(町)障がい者に対
する認識を深めて
もらうための啓発
を行う。また、交流
機会の拡大を図
る。
・公立藤田総合病
院を中心に医療機
関との連携を図
り、リハビリやディ
ケアなどの充実を
図る。
・保健師等による
訪問などを通じた
相談機能の充実を
図る。
・ボランティア及び
ボランティア団体
の育成等を行う社
会福祉協議会を支
援する。
・小中学校の特別
支援教育の充実を
図る。

6 地域福祉
の充実

Ａ：町民 Ａ：人口 10577
人

10242
人

10196
人

Ａ-1：地域で支え
合いながら生活
している

Ａ-2：ボランティ
ア、地域団体など
で地域福祉活動
に参加している

Ａ-1：町内の福祉
団体数

Ａ-2：福祉分野で
のボランティア活
動に参加してい
る町民の割合

8団体
(118
人)

7団体
(123
人)

15.5%

7団体
(123
人)

未調査

7団体

18.0%

7団体

19.0%

8団体

20.0%

9団体

21.0%

10団体

23.0%

・いきいきサロンは民生児
童委員の協力を得ながら順
調に推移しており、今後は
民生児童委員協議会の事
業とする方向に進むことに
より、地域に根ざした民生
児童委員活動が実践され
る。また、福祉ボランティア
として活動したい人にも身
近なところで事業が実施さ
れることで参加する機会が
増加することが見込まれ
る。

・社会福祉協議会の一層の
充実強化が必要となってい
る。
・ボランティアセンター活動
の底上げと登録者数の増
加が必要となっている。
・福祉活動に対する啓発活
動の強化が必要となってい
る。

＜伸ばすべき点の対策＞
・地域福祉の担い手は、地
域の住民であり、その視点
が大切なことから住民参加
を促進する。参加型体験活
動による啓発活動の強化や
いきいきサロンの民生児童
委員協議会を中心とした地
域での運営を検討する。

＜問題点への対策＞
・社会福祉協議会は、「地域
福祉の推進を図ることを目
的とする団体」とされ中心的
な役割を果たす団体である
ことから、専門性を生かした
取り組みができるよう、組織
強化のための支援を継続
する。
・地域での活動や行事に
「障がい者」が気兼ねなく参
加できるよう啓発活動を強
化する。
・学校での福祉教育に力を
入れ将来を担う子どもたち
に地域福祉の大切さやコ
ミュニティの重要性を理解し
てもらう。
・地域福祉計画（町）及び地
域福祉行動計画（社協）を
策定する。
・地域の実態を把握し、共
有するための福祉マップを
作成する。

（自助）・住民一人
ひとりが、地域社
会のきずなを基調
としながら、お互い
に支え合い、責任
を持って行動す
る。

（協働）・地域住
民、民間団体等及
び行政が、地域の
課題を共有し、お
互いの役割を認識
しながら、相互に
連携・協働して地
域福祉を推進す
る。さらに住民によ
り身近な市町村が
中心となり、民間
団体等及び県と連
携の下、地域の
ニーズに対応した
効果的・効率的公
共サービスの提供
を行う。

町：地域住民に最
も身近な立場か
ら、住民ニーズの
把握、地域特性を
生かしたきめ細か
なサービスを提供
する。
県：地域づくり（市
町村の支援）、地
域福祉を担う人づ
くり、地域福祉サー
ビスの基盤をつく
る。広域的、専門
的、技術的サービ
スの実施。市町村
への助言・指導。
市町村と連携し地
域特性を生かした
県域での社会福祉
を推進する。
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

7 消防・防災
の充実

Ａ：町民

Ｂ：町域

Ａ：人口

Ｂ：町域面積

10577
人

37.9ｋ
㎡

10242
人

37.9ｋ
㎡

10196
人

37.9ｋ
㎡

Ａ：災害（火災、風
水害、地震、地滑
り、がけ崩れ等）
発生時に迅速に
対応できる

Ｂ：災害の予防が
施されている

Ａ：災害に備えて
いる町民の割合
（住民の意識、災
害に対する備え）

Ｂ-1：災害の発生
件数

Ｂ-2：火災の発生
件数

Ｂ-3：火災の罹災
者数

　　－

0件

4件

10人

15.3%

0件

10件

15人

未調査

実施中

実施中

実施中

20.0%

0件

0件

0人

30.0%

0件

0件

0人

40.0%

0件

0件

0人

50.0%

0件

0件

0人

60.0%

0件

0件

0人

自主防災組織の持続的な
活動。
防災行政無線の設置が始
まっている。
防災訓練を通して意識が高
まった。

今後、異常気象等による予
測できない災害が発生する
おそれがある。また、災害
時の現状把握する手段が
十分でない。
町民意識調査によると災害
への備えをしていない住民
が多い。老朽化している設
備から火災が発生している
消防団員の勤務が多様化
し、平日の日中に人員が確
保できなくなっている。
町内に古くなった消火栓が
ある。ホース格納ボックスが
腐っているところもある
(ホース自体が腐っている場
合もある)防災倉庫に保管
するものが一部未定となっ
ている。施設整備による財
政負担の増大。　消防の再
編・広域化が検討されてい
る

＜伸ばすべき点の対策＞
自主防災組織の活動支援
を行う。防災行政無線の設
置と維持管理を行う。国見
町地域防災計画に基づく防
災訓練を実施し、さらなる防
災意識の向上を図る。

＜問題点への対策＞
住民の防災意識の高揚を
図り、新たな災害に対しても
防災の啓発活動を行う。
消防の再編・広域化につい
て検討する。 現在締結済
みの近隣自治体との災害
協定についての見直し。
消防団の人員確保を図る。
老朽化した消防設備の更新
等を行う。
防災行政無線を有効に活
用し、必要な情報の伝達に
よる迅速な避難及び、災害
発生後の的確な対応を図
る。
自主防災会による災害時の
現状把握を行う。
消防団による予防消防の徹
底。自主防災会による現状
の把握、有事の際の避難・
要援護者支援などの初期
活動。
各自（宅）においては、火災
予防（火災警報器や初期消
火）、災害に対する避難用
品の準備。

(自助)　各自（宅）
において、火災予
防（火災警報器や
初期消火）、災害
に対する避難用品
の準備をする。

(共助)　消防団に
よる予防消防を徹
底する。
(共助)　自主防災
会による現状の把
握、有事の際の避
難・要援護者支援
などの初期活動を
行う。

(協働)　行政、消防
団、自主防災会は
相互に協力して、
消防・防災活動を
行う。

町　消防団・自主
防災組織を支援す
る。　消防施設を
整備する。初期消
火への対応につい
て講習を行う。
伊達地方消防組合
構成市町が協力し
て、消防・防災活
動にあたる。

県　広域的な消
防・防災活動にあ
たる。

国　県域を越えた
消防・防災活動を
支援する。

8 防犯の推
進

Ａ：町民

Ｂ：町域

Ａ：人口

Ｂ：町域面積

10577
人

37.9ｋ
㎡

10242
人

37.9ｋ
㎡

10196
人

37.9ｋ
㎡

Ａ：犯罪に遭わな
い（おこさない）

Ｂ：犯罪の予防が
施されている

Ａ-1：防犯を意識
した行動をしてい
る町民の割合

Ａ-2：自主防犯組
織数

Ａ-3、Ｂ：犯罪の
発生件数

　　＿

7団体

111件

95.6％

7団体

68件

96.0％

7団体

64件

96.5％

7団体

60件

97.0％

7団体

56件

97.5％

7団体

52件

98.0％

7団体

48件

98.5％

7団体

44件

・窃盗に対する対策が進ん
でいる(戸締り、車内に荷物
を置かない、果物盗難対策
のためパトロールを強化し
ている等)

・いきいきサロンで高齢者に
対する犯罪防止を取り組ん
でいる

新たな犯罪への意識が低
い
近所づきあいの希薄化
防犯協会と消防団の構成
がほぼ同じであり、消防団
の負担が多くなっている。
警察との連携を強化する必
要がある。

＜伸ばすべき点の対策＞
窃盗に対する対策に引き続
き取り組む。(桑折地区の犯
罪は窃盗が主であるため、
バイク、自転車の自己管理
の徹底など。商店街におけ
る万引き対策を図る。)
いきいきサロンを中心に高
齢者に対する犯罪防止に
取り組む。(消費者犯罪等に
巻き込まれないようにする)

＜問題点への対策＞
年々新たな又情報の高度
化に伴った犯罪が予測され
るため、これらの対策が求
められる。犯罪情報などを
提供し、町民が被害にあわ
ないよう注意を促す。
地域でのあいさつや声かけ
などにより地域でのつなが
りを深める。
防犯協会への消防団ＯＢの
関わりを検討する。
防犯や犯罪被害に対して警
察、防犯協会、防犯連絡
所、役場との連携を強化す
る。
小学校統廃合に伴う、児童
に対する登下校時の防犯
対策を講じる。

(自助)　日常生活
の中で、犯罪に遭
わないよう注意を
する。
(共助)　地域で防
犯活動を推進す
る。
 
(共助)　地域で高
齢者等への声かけ
等による犯罪を防
ぐ。

(協働)　ＰＴＡや地
域と協力してや登
下校時における安
全対策を行う。
地域は行政と協力
して、果物盗難等
を防止する

町　防犯に関する
情報提供し、防犯
意識を高める。
町　消防団が担っ
ている防犯協会へ
の支援し、警察と
連携して防犯に取
り組む。
町　防犯灯の設置
及び修繕を行う。

県（警察）　各団体
と連携での防犯に
取り組む。

　
　
　

【
対
象

】
町
民
　

【
意
図

】
互
い
に
支
え
合
い

、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

２
　
互
い
に
支
え
合
い

、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

1 農業の振
興

Ａ：認定農
業者

Ｂ：総農家
数

Ａ：認定農業
者数

Ｂ：農家数

77戸

1120戸

93戸

970戸

実施中

実施中

Ａ：1経営体当たり
年間所得

Ｂ：農業に継続的
に従事している

Ａ-1：農業経営体
1経営体当たり年
間所得

Ｂ：農業従事者数

487万
円

4457人

254万
円

4011人

集計中

集計中

279万
円

3800人

306万
円

3724人

336万
円

3649人

369万
円

3576人

405万
円

3504人

・　本町農家の大半は、米と
果樹の複合経営であり、今
後はより一層、高品質で安
全安心な農産物を生産に
取り組んでいる
・　安全安心な農産物の地
産地消の機運が高まってい
る

・農業所得が減尐している。
・農家数の減尐、・本町内に
耕作放棄地が５４．５ｈａあ
る。
(要因として、農産物の価格
低下、農業従事者の高齢化
などにより後継者が不足し
ている。
さらに有害鳥獣による農作
物被害等がある。)
・気候が変化している（アン
ポを干すのに適さない気候
になりつつある）
・直接、消費者に販売する
ルートとノウハウが尐ない。
・市場を通すと消費者にた
どりつくまでに時間がかかり
すぎる。

＜伸ばすべき点の対策＞
市場に合わせて尐量でも多
品目を生産できるように工
夫する
高品質で安全安心な農産
物の生産に取り組む。
地産地消を推進する取り組
みを強化する。

＜問題点への対策＞
農産物については、市場出
荷のみでなく、直売や加工
品への利用を図る。
有害鳥獣による被害を受け
ないで、地域に適した採算
性ある作物の検討・発見・
栽培する。
道の駅、直売所、ホテル、イ
ンターネットなどを活用し
て、迅速に直接消費者に届
く販売ルートを開拓する。
農産物の販路拡大を「道の
駅」などを活用して推進す
る。

(自助)　生産者は
新鮮で高品質、安
全安心な農産物を
生産する。生産者
は市場や消費者に
対して、農産物に
関する正しい情報
を提供する
 認定農業者等は、
経営規模を拡大し
集落営農の推進に
協力します。

(共助)　農業法人
等は新鮮で高品
質、安全安心な農
産物を生産する。
農業法人等（ＪＡ
等）は市場や消費
者に対して、農産
物に関する正しい
情報を提供する。

(協働)　生産者等
と行政が、生産技
術の向上と販売
ルートを開拓する

（町）　認定農業者
を増やして、優れ
た担い手を育成す
る。
（町）　農業経営者
の経営改善や就農
希望者を支援す
る。
（町）　生産性向上
に向けた基盤整備
を支援する。
（県）　きめ細やか
な農業指導を行う
（国）　農業を基幹
産業として魅力あ
る産業にするため
の政策を行う

2 商工業の
振興

Ａ：事業者 Ａ-1：事業所
数（商業）

Ａ-2：事業所
数（工業）

(16年
度)
145事業
所

(16年
度)
25事業
所

(19年
度)
134事業
所

(20年
度)
25事業
所

データな
し

データな
し

Ａ：事業所の製品
出荷額を確保す
る

B:法人税額を確
保する

Ａ-1：製品出荷額

Ａ-2：起業数（企
業誘致含む）

Ａ-3：廃業数

Ｂ-1：法人数

B-2 法人税額

114593
4
万円

3法人

9法人

204法
人

4126万
円

(20年度)

136739
4
万円

7法人

9法人

210法
人

4446万
円

データ
なし

データ
なし

集計中

集計中

集計中

140800
0
万円

7法人

6法人

207法
人

4579万
円

145000
0
万円

7法人

6法人

208法
人

4716万
円

149300
0
万円

7法人

6法人

209法
人

4857万
円

153700
0
万円

7法人

6法人

210法
人

5002万
円

158300
0
万円

7法人

6法人

211法
人

5152万
円

・　高速道路の国見インター
チェンジと国見サービスエリ
アを活かした事業活動を推
進する。
・　高い製造技術を持ってい
る事業所がある。

・　事業所、商店の町内で
の販売額が減尐している。
・　商店街で廃業する店が
多く出ており、活気がない。
・　撤退した企業の跡地利
用が未定である。
・　企業誘致などの他律的
な産業に頼り切ることはで
きなくなっている。
・　町内の工業事業者同士
の異業種交流がなくなっ
た。

＜伸ばすべき点の対策＞
・農商工業の連携により、
新たな商品開発を行い、広
く外部に向かって販売する
取り組みを行う。
・健康、観光など今求めら
れているニーズにあわせた
商品開発を行う

＜問題点への対策＞
・商品の創意工夫、宣伝・Ｐ
Ｒの工夫、接客等の工夫、
売り場の工夫、販路拡大を
「道の駅」などを活用して推
進する。
・さらなる商店への経営アド
バイスや経営指導が必要で
ある。
・町内の工業関係の異業種
交流を支援する。
・撤退した企業の跡地の利
用を希望する企業を確保す
る。
・町内の資源を活かした産
業の醸成を図る。
・町内産品のブランド化を図
る。

（自助）　消費者の
ニーズに応じた商
品を提供し、健全
経営を行う。

(共助)　　商店街は
一体的に販売額を
上げるように連携
する。

(協働)　　商工業
者、商工会、行政
が連携して、販売
額の向上を図る。
商工会との連携に
よる事業者への経
営指導の推進を支
援する。

(町)企業経営の安
定のため、経営基
盤の強化を支援す
る。
(町)特産品開発や
販売ルートの開拓
を支援する
(町)内発的な産業
を醸成する
(国県)商工業者の
育成を支援する

　
　
　
　

【
対
象

】
産
業
従
事
者
　

【
意
図

】
生
き
が
い
を
も

っ
て

、
い
つ
も
で
も
楽
し
く
働
け
る

３
　
生
き
が
い
を
も

っ
て

、
い
つ
ま
で
も
楽
し
く
働
け
る
ま
ち
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

3 就業者の
雇用の確
保

Ａ：町民

Ｂ：事業者

Ａ：人口

Ｂ：事業所数

10577
人

170ヶ
所

10242
人

159ヶ
所

10196
人

データ
なし

Ａ：働く場を確保
している

Ｂ：雇用者を確保
している

Ａ-1：給与所得者
数

Ａ-2：国民健康保
険（後期高齢者
保健を含む）加入
者数

Ｂ：町内事業者の
雇用者数

4478人

4632人

1312人

4470人

4365人

1755人

集計中

集計中

集計中

4505人

4202人

1827人

4463人

4162人

1811人

4421人

4124人

1794人

4380人

4085人

1777人

4340人

4048人

1761人

・大規模な工場が尐なく大
きな雇用の喪失が起きる恐
れがない。
・町の立地が就労者にとっ
て通いやすい環境にある
(仙台・郡山、福島・白石の
中間点)。

・　雇用環境が厳しいままで
ある。
・　今ある資源(農産物、観
光資源など)に付加価値を
高めるような産業がない

＜伸ばすべき点の対策＞
・農業、商工業の施策と連
携して、雇用の確保拡大に
努める。
・福祉施設や観光施策との
連携で雇用の拡大に努め
る。
・就労支援をさらに充実させ
る。

＜問題点への対策＞
・近隣市町と連携して雇用
の確保に努める。

(自助)・　住民は、
働く意欲と能力を
高め、就業の機会
を積極的に求め
る。

(共助)・　事業所
は、雇用の安定と
拡大に努め、いつ
までも楽しく働ける
雇用環境をつくる。

(協働)・　事業所、
ＪＡ、商工会は行政
と連携して今ある
資源(農産物、観光
資源など)に付加
価値を高めるよう
な産業に取り組
む。

(町、県、国)・　働く
場の拡大と就業の
機会を増やす努力
をする。
(町、県、国)・　就
業の機会をお知ら
せする。

4 国見町の
特産品の
開発と振興

Ａ：行政が
開発に関
与した国
見町の特
産となりう
る試作品

Ａ：行政が開
発に関与した
国見町の特
産となりうる
試作品の品
目数

2品 8品 実施中 Ａ：開発され、購
入される

Ａ-1：行政が関与
し新たに開発され
た特産品品目数

Ａ-2：行政が関与
した国見町特産
品の販売額

特産品に係わる
団体等の数

2件

5377万
円

2団体

5件

12697
万円

4団体

集計中

集計中

集計中

7件

17020
万円

7団体

8件

18520
万円

10団体

11件

42000
万円

12団体

13件

54200
万円

17団体

18件

69400
万円

22団体

・　特産品開発のため、実
施者と行政等が連携して進
めている。
・　独自に特産品開発にあ
たっている事業者がいる。
・　アンポ柿をはじめとする
特産品がある

・　加工品の原料となる農
産物は数多くあるが、商品
開発力はまだまだ弱い。
・　国見町のブランドとして
の特産品の判断基準が不
明確なため、ブランド化され
ていない等、産品の認知が
不足している。
・　町の特産品開発、販売
等を推進する体制が不十分
である。

＜伸ばすべき点の対策＞
・　食品加工所（試作所）の
整備や特産品の開発助成
制度を充実し町民等にＰＲ
することにより、特産品開発
に対する意識を高め、実施
者
　を増加させる。・特産品が
着実に増えている。
・独自に特産品開発にあ
たっている事業者を支援す
る

＜問題点への対策＞
・特産品としての基準を明
確にし、ブランド化を推進す
る。(町の認証制度を築き推
進する。または他の認証制
度を活用する)
・商品開発と商品の売り出
し方(売る場［道の駅など］、
ルートなど)の工夫をする
・町の特産品開発、販売等
を推進するための組織(振
興公社等)の設立を検討す
る。

(自助)　事業者は
地域の食材等を使
用して、国見町の
特産品をめざして
商品化を図る。

(共助)　商工会、Ｊ
Ａ等、事業所間で
連携して国見町の
特産品開発を支援
する。

(協働)　商工会、Ｊ
Ａ、行政は連携し
て商品開発や販売
面で事業者を支援
する。

(町)特産品開発の
支援や推進のため
の制度や組織を整
備する。
(町、県、国)・　特
産品を開発・販売
しょうとする人を支
援する。
(県)・　商談会の開
催やアンテナショッ
プの活用などによ
り、販売ルートの
開拓を支援する。

　
　
　
　

【
対
象

】
産
業
従
事
者
　

【
意
図

】
生
き
が
い
を
も

っ
て

、
い
つ
も
で
も
楽
し
く
働
け
る

３
　
生
き
が
い
を
も

っ
て

、
い
つ
ま
で
も
楽
し
く
働
け
る
ま
ち

10/17



国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

5 国見町の
資源を活か
した観光振
興

Ａ：来町者 Ａ：来町者数 30000
人

34500
人

実施中 Ａ：多く町に訪れ
町内で消費する

Ａ：行政が関与し
た来町者数

Ｂ：観光拠点

23000
人

4箇所

26500
人

6箇所

集計中

集計中

32000
人

7箇所

34100
人

7箇所

807200
人

8箇所

811300
人

8箇所

815400
人

8箇所

・文化財が豊富である（阿
津賀志山防塁など）
・豊かな自然がある（阿津
賀志山や小坂峠、萬歳楽山
などの景観）。
・伝説(義経伝説)や様々な
物語(昔話)がある。

・　観光振興に対する基本
方針がない。
・　観光資源としての位置づ
けが明確になっていない。
・　人が集まっても経済効果
をもたらす仕組みがない。
・　お土産などの特産品を
買える場所がない。

＜伸ばすべき点の対策＞
観光資源を保存し、将来に
つなげる。（阿津賀志山整
備構想に基づく、阿津賀志
山防塁等の整備）

＜問題点への対策＞
・観光資源の発掘と歴史資
源を観光資源としての位置
づけを明確にし、観光資源
として活用できる状態にす
る。
・観光客が集まり、経済効
果をもたらす仕組みをつく
る。（道の駅、阿津賀志山
防塁の復元など観光の拠
点を整備する）

（自助）　来町者に
親切に接する。

（共助）　地域ぐる
みで、来町者に親
切に接する。

（協働）　観光に関
係する事業所と行
政が観光資源の活
用を連携する。

（町）　観光の拠点
となる施設（トイ
レ、駐車場、休憩
施設を整備し）を整
備し、観光情報を
する。
観光客の利便性の
ために、観光ルー
トを設定するととも
に、誘導看板を設
置する。
文化財ボランティ
アなどの観光ボラ
ンティア活動を支
援する。
（国、県）広域的な
観点から観光振興
を支援する。

　
　
　
　

【
対
象

】
産
業
従
事
者
　

【
意
図

】
生
き
が
い
を
も

っ
て

、
い
つ
も
で
も
楽
し
く
働
け
る

３
　
生
き
が
い
を
も

っ
て

、
い
つ
ま
で
も
楽
し
く
働
け
る
ま
ち
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

1 幼児教育
の充実

Ａ：幼児
（例：0歳
から就学
前の児
童）

Ｂ：０歳～
５歳まで
の保育所
待機児童
数

Ａ：幼児数

Ｂ：保育所待
機児童数

222人

16人

219人

17人

207人

6人

Ａ：年齢に応じた
情操、判断力、学
力、体力を養う

Ｂ：親が安心して
就労でき、子ども
が心身ともに安
心して過ごす事
ができる。

Ａ：就園率（幼稚
園・保育園に通っ
ている幼児数／
幼児数）

B:待機児童率（待
機児童数／入所
数）

91.73%

18.39%

91.63%

17.70%

実施中

実施中

98.0%

5.0%

99.0%

3.0%

100.0%

0.0%

100.0%

0.0%

100.0%

0.0%

・幼児教育の年齢区分に即
して保護者がそれぞれの施
設に入所、入園できるよう
に環境の整備、保育料の格
差是正、預かり保育を含め
た保育時間の延長を検討し
ている。
・３歳児以上の幼児教育（幼
稚園教育）を進める上で年
齢に応じた幼稚園、保育所
に入園、入所させることによ
り、年齢に応じた情操、判
断力、学力、体力を養い小
学校以降の生活や学習の
基盤を育成している。
・就学前でどこの施設にも
入っていない幼児(特に0歳
から2歳)の一時預かり保
育、子育て相談、保育所の
一部開放、サークル活動な
どを保育所内にある子育て
支援センターを核として事
業を拡大している。

・保護者の意識は幼稚園で
の教育に寄せる期待は大き
いが保育料の負担が大き
いため入園を躊躇している
保護者がいる。
・当町では平成22年3月保
育所の増築により待機児童
の解消が図られてきてい
る。しかし、４月当初は入所
できるが、産休、育休後就
労のため年度途中で待機
児童がいる。
・平成25年の3歳児からの
幼児教育の統一を目指し
て、現在4歳児からの幼稚
園入園を推進していく場
合、常設保育所、季節保育
所からも入園することになり
施設が十分でない状況にな
る。
・平成１9年度から４歳児の
幼稚園教育を実施している
が幼稚園と保育所の保育
料の格差や幼稚園での保
育時間や預かり保育時間
が短い事から入園していな
い状況にあり、就学前の５
歳児の幼児が１２人いる。

＜伸ばすべき点の対策＞
・小学校統合後、平成25年
に町の2つの幼稚園を統合
し1園とし、普通学級6～7ク
ラスを確保する。
・子育て支援、情報交換の
場としての子育て支援セン
ターの事業の充実を図る。・
幼稚園は3年保育とする。
・季節保育所は閉所する。0
歳～2歳までの保育に欠け
る乳幼児は保育所入所とな
る。

＜問題点への対策＞
・スムーズに移行できるよう
に保育料の見直し、預かり
保育の充実、安心安全な通
園のために支援する。
・入所児が安心して養育が
受けられるよう指導体制を
強化する。
・幼稚園、保育所入所基準
を定め、待機児童の対策に
努める。

(自助)・保護者：幼
児教育に関して理
解をし年齢に合っ
た幼児教育の施設
に入園、入所させ
る。

(共助)・地域住民：
幼児教育の重要性
について感心と理
解を深めふれあい
や交流などを通し
て支援していく。

(協働)・自治体や
企業：事業者は保
護者（親）が安心し
て幼児教育ができ
るように労働条件
を整備し安心して
保育所や幼稚園に
入所、入園できる
ように支援する。

(町):幼児教育は、
幼稚園と保育所が
担う。(幼稚園は原
則3歳児から5歳児
までの全ての子供
を対象。保育所
は、0歳児から2歳
児までの子供を対
象)幼児教育の拠
点整備を行う。保
育所は常設保育所
を核に幼稚園は森
江野幼稚園を核に
行う。幼稚園預か
り保育の充実を図
る。自治体は質の
高い幼児教育を全
ての子どもが享受
できる環境づくりや
職員の資質向上と
指導体制の強化を
図る。
(県(:国の改訂に基
づき推進する。
(国):幼稚園教育要
領保育所指針改訂
21年４月施行　幼
児教育の方向性と
して幼稚園と保育
所が中軸となって
家庭や地域社会と
ともに幼児教育を
総合的に推進する
ことの必要性を強
調する。

2 義務教育
の充実(生
きる力の充
実)

Ａ：児童

Ｂ：生徒

Ａ：児童数
（小学生）

Ｂ：生徒数
（中学生）

583人

310人

541人

289人

530人

281人

「生きる力の育
成」知・徳・体をバ
ランスよく身につ
ける。
Ａ・Ｂ：確かな学
力を持ち、積極的
に学習に取り組
める
（活用力、判断
力、表現力を身
に付けた児童、
生徒）

Ａ・標準学力検査
の正答率（小学
生）

Ｂ：標準学力検査
の正答率（中学
生）

Ａ：体力テストの
結果：Ｔスコア（小
学５年男）

Ａ：体力テストの
結果：Ｔスコア（小
学５年女）

Ｂ：体力テストの
結果：Ｔスコア（中
学２年男）

Ｂ：体力テストの
結果：Ｔスコア（中
学２年女）

53.7

52.1

　　－

　　－

　　－

　　－

53.4

52.2

　　－

　　－

　　－

　　－

実施中

実施中

集計中

集計中

集計中

集計中

53.0

52.0

53.0

53.0

52.0

52.0

53.0

52.0

53.0

53.0

52.0

52.0

53.0

52.0

53.0

53.0

52.0

52.0

53.0

53.0

53.0

53.0

53.0

53.0

53.0

53.0

53.0

53.0

53.0

53.0

小中学校で早寝早起き朝ご
はんを100パーセント近くの
生徒が実践している等実践
している児童・生徒がほと
んどである。
学習の基盤である基本的
生活習慣が身についてい
る。

児童生徒の学力面では、応
用力が不足している。
将来の夢や目標を持ってい
ない中学生が多い。
小学校を統合時に通学の
足（スクールバス等）を確保
する必要がある。
尐子化の進展による児童生
徒数が減尐している。
小学校の体育館が老朽化
している。

＜伸ばすべき点の対策＞
引き続き、児童生徒の基本
的生活習慣を身につけさせ
る。
地域のきずな、歴史文化を
受けつぐなど、郷土愛をもっ
て活躍する人材を育成す
る。
生きる力を充実させる教育
を展開する。

＜問題点への対策＞
学習の応用力を身につけさ
せる。
将来の夢や目標をもった児
童生徒を育成する。
小学校統合時にスクールバ
スを運行する。
学校と家庭と地域は、それ
ぞれかつ連携して子どもた
ちを教育する。そのために、
教育環境を充実(小学校の
統合など)させるとともに、教
員のさらなる質の向上を図
る。

(自助)家庭は子ど
もに学力を向上さ
せ、生きる力を養う
教育(人としてのあ
り方、基本的な生
活習慣の確立な
ど)をする。

(共助)地域は子ど
もに学力を向上さ
せ、生きる力を養う
教育(人としてのあ
り方、基本的な生
活習慣の確立な
ど)をする。

(協働)家庭と学校
は連携して基本的
な生活習慣の確立
し、家庭学習の習
慣づくりをするとと
もに、読書を奨励
する。

(町)学校は、子ども
たちの学力向上と
生きる力を養う教
育を行う。
(町)学校は、教育
環境の向上(教員
のさらなる質の向
上、教育施設の整
備修繕等)を図る。

(国・県)学習指導
要領をはじめ、子
どもたちに必要な
教育施策を実施す
る。

　
　
　

【
対
象

】
町
民
　

【
意
図

】
地
域
の
資
源
を
受
け
継
ぎ

、
心
豊
か
な
人
を
育
む

４
　
地
域
の
資
源

（
タ
カ
ラ

）
を
受
け
継
ぎ

、
心
豊
か
な
人
を
育
む
ま
ち
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

3 青尐年の
健全育成

Ａ：青尐年 Ａ-1：児童数
（小学生）

Ａ-2：生徒数
（中学生）

Ａ-3：生徒数
（高校生）

578人

310人

330人

541人

289人

305人

539人

284人

313人

Ａ-1・2・3：基本的
な生活習慣や社
会の基本的な
ルールを身に付
けている

Ａ-1・2・3-1：公民
館活動に参加す
る青尐年の人数

Ａ-1・2・3-2：ス
ポーツ尐年団に
加入している青
尐年の人数

368人

188人

356人

214人

360人

200人

370人

260人

370人

260人

370人

260人

370人

260人

370人

260人

・スポーツ尐年団の競技種
目が多くなり、文化活動を
行なう団体が増えるなど、
子どもたちが選択できる活
動が増加してきた。
・スポーツ尐年団を運営（組
織体制の整備と本部として
の単位団を包括した事業の
展開）している

・尐年犯罪や非行が増加傾
向にある。
・尐子化が進む中、文化団
体、塾や趣味など子どもの
活動の多様化により、青尐
年事業に参加する子どもた
ちが減尐している。
・スポーツ尐年団、文化団
体の増加により、尐ない子
どもたちを団体間で取り合う
状況になりつつある。
・町スポーツ尐年団本部が
未組織の状態である。
・同じく、全単位団指導者の
連絡調整組織である協議
会が未設置である。

＜伸ばすべき点の対策＞
・青尐年育成町民会議の存
在意義を再確認し、学校・
地域・団体が連携を強化し
て青尐年の見守り、防犯を
高める取り組みを行うととも
に　地区推進協議会活動に
対する支援の充実を図る。
・青尐年を対象にした事業
を検証し、参加を促す方策
を検討する。
・家庭教育において子育て
に関する学習のほか、青尐
年の防犯について認識を高
める。
・小・中学校との連携により
地域的な活動の展開や、ス
ポーツ、レクリェーション活
動などを通じた交流の場を
創出する。
・青年層については、青年
層の求める事業展開が必
要であり、特にスポーツ、レ
クリェーション活動は有効な
ことから、気軽に楽しめる活
動の場を提供する。
・現在登録している単位団
代表者や代表指導者と協
議し、本部組織を整備す
る。

(自助)・家庭は、健
やかな成長のため
に、家庭環境の充
実を図る。

(共助)・地域は、青
尐年の指導や街頭
補導に取り組む。
(共助)・幼稚園・小
学校・中学校の各
ＰＴＡでは、学校と
連携して地域にお
ける環境浄化活動
を行う。
(共助)・高校保護
委員会では、高校
生の健全育成に関
する広報活動や尐
年補導員と連携し
て祭礼や駅前の街
頭指導を行う。

(協働)・家庭、地域
とがそれぞれ行政
と連携して、基本
的な生活習慣や社
会の基本的なルー
ルを身に付けるよ
うにする。

・(町)青尐年健全
育成事業の充実を
図る。
・(町)青尐年の公
民館活動、スポー
ツ尐年団活動及び
ボランティア活動
への参加を助長す
る。
・(町及び県)青尐
年指導者養成のた
めの研修機会を確
保し、参加の援助
を行う。
・(町及び県)は家
庭教育に関する学
習機会の充実等家
庭教育の向上に努
める。
・(町)は青尐年育
成町民会議の効果
的な運営、構成す
る各種団体の活性
化と連絡調整を図
る。
・(町)は警察署・尐
年補導員と連携し
青尐年非行・犯罪
の防止を図る。
・(町)は児童委員・
主任児童委員、児
童相談所等と連携
し児童福祉の向上
を図る。

4 生涯学習
の推進

Ａ：町民 Ａ：人口 10577
人

10242
人

10196
人

Ａ：積極的に生涯
学習に取り組ん
でいる

Ａ-1：生涯学習に
取り組んでいる
町民の割合

Ａ-2：公民館の生
涯学習講座参加
者数（延べ人数）

Ａ-3：Ａ-3：公民
館（観月台文化
センター会議室）
利用者数（実数）

データ
なし

2505人

40131
人

25.4%

2528人

35129
人

27.0%

2700人

37000
人

30.0%

2800人

39000
人

35.0%

3000人

41000
人

40.0%

3200人

43000
人

45.0%

3400人

44000
人

50.0%

3600人

46000
人

　・学習内容が多岐にわた
り豊富である。
  ・観月台文化センターや上
野台運動公園など社会教
育施設が充実している。。
  ・文化団体やスポーツ団
体で多くの町民が活動して
いる。
　・今後とも活動助長すると
ともに団体を支援する。

 ・公民館図書室は充実して
いるが、図書館がない。
 ・交通利便性による不公平
感がある。公民館事業の実
施場所が観月台文化セン
ターが主であるため、藤田
以外の周辺地域から学級・
講座に参加する方の交通
利便が悪く、家族の送迎を
要する子どもや高齢者につ
いては参加が尐ない傾向に
ある。
　・学級・講座の実施は平日
の日中が中心のため、仕事
をしている方の参加が制限
され、事業実施時間による
不公平感がある。また参加
する人の固定化の傾向が
ある。

＜伸ばすべき点の対策＞
   ・生涯学習のきっかけづく
りを基本とし、住民のニーズ
に応じた学習機会の提供を
図る。
　・団塊の世代の、特に男
性が気軽に参加できる取り
組みをする。
・各地区集会施設を巡回し
て実施している出前講座の
メニューを拡大して実施す
る。教室・講座の一部を各
地区集会施設で実施するこ
とも検討する。

＜問題点への対策＞
　・図書室の利活用を推進
し、図書館の設置を検討す
る。
　・講座に参加する人の固
定化が目立つので、新規参
加者の掘り起こす。
  ・教室･講座の内容によっ
て土･日曜日や夜間に開催
する

(自助)・住民は読書
や映画、音楽、ス
ポーツなど文化活動
に興味を持ち、いろ
いろな機会をとらえて
積極的に参加する。
(自助)・町民は、テー
マを持って主体的に
学習することで教養
を高め、うるおいある
豊かな生活に結びつ
ける。
(自助)・町民は様々な
学習活動に参加する
ことで仲間を増やし、
楽しく長く活動を継続
する。
(自助・共助)・町民は
学んだ成果をまちづ
くりに還元する。
(共助)・文化団体やス
ポーツ団体は、発表
の場や各種大会に積
極的に参加し、活動
を活性化することで
会員の親睦交流や増
強を図る。
(協働)・文化団体やス
ポーツ団体と行政は
連携し、町民の積極
的な生涯学習活動を
支援する

・町は住民の学習
ニーズを的確に捉
え、生涯学習のきっ
かけづくりとしての事
業展開を図る。さらに
学習活動に取り組も
うとする意欲を高める
ため、自主サークル
活動への発展を支援
する。
・町は文化団体連絡
協議会や体育協会と
連携し、団体の情報
を町民に提供すると
ともに、各加盟団体
の育成支援を行う。
・町は各種社会教育
施設（公民館、図書
室、体育館、グラウン
ド等）の適切な管理
運営と利用促進のた
めの情報提供を行
う。
・町は学習成果を活
かすことができる仕
組みづくりをする。
リーダーとして活動す
る人材を育成する。
・県は、広域的な学
習情報の取りまとめ
や情報提供を行う。
（県民カレッジ事業の
推進）

　
　
　

【
対
象

】
町
民
　

【
意
図

】
地
域
の
資
源
を
受
け
継
ぎ

、
心
豊
か
な
人
を
育
む

４
　
地
域
の
資
源

（
タ
カ
ラ

）
を
受
け
継
ぎ

、
心
豊
か
な
人
を
育
む
ま
ち

13/17



国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

5 文化活動と
スポーツの
振興

Ａ：町民 Ａ：人口 10577
人

10242
人

10196
人

Ａ-1：文化活動に
積極的に取り組
んでいる

Ａ-2：スポーツに
積極的に取り組
んでいる

Ａ-1-1：文化活動
に積極的に取り
組んでいる町民
の割合

Ａ-1-2：文化イベ
ント・教室参加者
数

Ａ-1-2：ホール事
業(町の主催、共
催、後援に限る)
に参加した人数
(町内外問わず)

Ａ-2-1：スポーツ
に積極的に取り
組んでいる町民
の割合

Ａ-2-2：スポーツ
イベント・教室参
加者数

Ａ-1-3、A-2-3：
文化施設・スポー
ツ施設の利用者
数

データ
なし

939人

5816人

データ
なし

5191人

148658
人

14.5%

1100人

5360人

15.8%

4443人

136953
人

15%

1200人

5100人

未調査

5800人

132000
人

15.5%

1200人

5300人

16.0%

4400人

137000
人

16.0%

1200人

5500人

16.5%

4500人

138000
人

16.5%

1200人

5500人

17.0%

4500人

140000
人

17.0%

1200人

5500人

17.5%

4600人

140000
人

18.0%

1200人

5500人

18.0%

4600人

140000
人

・文化活動については、観
月台文化センターを拠点と
して50を超える各種文化団
体が活動している。
・観月台文化センターホー
ルで展開している芸術文化
事業については、町民が優
れた芸術・文化に触れる機
会がある。
・スポーツ活動は上野台運
動公園や各体育館の整備
が進んでいる。

・行政側が提供する文化・
スポーツ事業に対し、参加
者が固定化しており、男性
の参加者が尐ない。
・文化・体育施設を相当数
有するため、維持管理(改
修、補修等)に要する経費
が大きい。
・藤田地区を中心に文化活
動が行われている
・自主活動を行う場所（会
場）が不足している。
・体育施設の利用にあた
り、競技種目（施設）によっ
て費用の負担に不公平が
生じている。

＜伸ばすべき点の対策＞
観月台文化センターを拠点
とした各種文化団体を支援
する
観月台文化センターホール
で展開している芸術文化事
業に引き続き取り組む。
スポーツ活動の拠点となる
施設を維持する。

＜問題点への対策＞
参加者の固定傾向につい
ては、町民が等しく文化、ス
ポーツに親しむ機会が提供
できるよう、各種団体と連携
しながら、イベントの展開や
情報提供を行う。
・ 施設の維持にかかる経費
について、受益者負担の原
則から、応分な負担につい
て理解をいただきながら制
度導入を図ることにより、長
期安定的な施設運営を目
指す。

（自助）・町民は日
頃から優れた芸術
文化に触れる。
（自助）・町民は日
頃からスポーツに
親しみ、健康づくり
に努める。

(共助)・文化団体
やスポーツ団体
は、発表の場や各
種大会に積極的に
参加し、活動を活
性化することで会
員の親睦交流や増
強を図る。

(協働)・文化団体
やスポーツ団体と
行政は連携し、町
民の積極的な生涯
学習活動を支援す
る。

（町）・町民の体力
や年齢に応じたス
ポーツの普及に努
める。
（町）・町内大会へ
の積極的参加と、
郡・県大会への参
加を奨励する。
(町)・スポーツ施設
を整備活用すると
ともに、学校体育
施設の効率的開放
を行う。

(町及び県)・各種ス
ポーツ団体の育
成、強化を図るとと
もに、指導者の育
成と確保に努め
る。
（町及び県）・芸術
文化活動の奨励を
図り、文化意識の
高揚に努める。

6 歴史や文
化財の保
護と活用

Ａ：町内の
歴史文化
財

Ｂ：町民

Ａ：町内の歴
史文化財数

Ｂ：人口

151件

10596
人

151件

10242
人

151件

10196
人

Ａ-1：保護して将
来に残す

Ａ-2：活用される

Ｂ：歴史や文化財
に興味を持ち、親
しむ

Ａ-1：指定文化財
件数

Ａ-2-1：文化財の
活用を進めるボ
ランティア人数

B-1：地域の歴史
や文化財に関心
のある町民の割
合

B-2：地域の歴史
や文化財を知っ
ている町民の割
合

B-3:歴史・文化財
関連事業の参加
者

33件

0人

データ
なし

データ
なし

294人

33件

18人

43.8%

32.9%

1192人

33件

17人

未調査

未調査

1250人

35件

20人

50%

40%

1350人

35件

25人

55%

45%

1400人

37件

30人

60%

55%

1500人

37件

33人

65%

60%

1600人

37件

35人

70%

70%

1700人

・国見町には阿津賀志山防
塁を始めとする誇るべき文
化遺産が数多くある。
・平成２０年度から活動を開
始した文化財ボランティア
は、それぞれ意識が高く、
案内ガイドにおいても誠意
を持って対応している。
・文化財案内板や説明板が
計画的に設置され、また文
化財マップもわかりやすく見
学者から喜ばれている。
・バスを借り上げて小学生
に見学を行っている。

・阿津賀志山防塁などの国
指定の貴重な遺産があるに
もかかわらず、保護・整備
が行き届いていない。
・周辺整備（アクセス）がさ
れておらず、保存状況もよく
ない。

＜伸ばすべき点の対策＞
・数多くある文化遺産を保
護し、整備する。
・文化財ボランティアの活動
を支援する。
・文化財案内板や説明板を
整備し、文化財マップも工
夫する。
・小中学生に対して、歴史
教育を行うとともに、一般の
方が興味をもって親しめる
ように歴史や文化を活用す
る。
＜問題点への対策＞
・ボランティアの確保と後継
者づくり。
・阿津賀志山防塁の史跡保
存と活用のための整備計画
を策定し、復元整備を計画
的に進める。
・阿津賀志山防塁を中心
に、周辺の歴史文化財（石
母田城跡、義経の腰掛松、
弁慶の硯石、国見峠長坂
跡、芭蕉文学碑、岩淵遺
跡）とあわせて見学ルートを
設定する。
・文化財を活用して、商工業
の振興及び国見町の特産
品の開発と振興、国見町の
資源を活かした観光振興の
施策と連携する。また、阿
津賀志山防塁だけでなく、
国見町歴史物語のストー
リーを描いた仕組みをつく
る。

（自助）・町民が町の
歴史・文化財や伝統
に関心を持ち、郷土
への誇りと愛着の心
を培う。
（自助）・町民が地域
の文化財の歴史的価
値を認識し、その保
存管理に努め、次世
代に伝えていく。
（自助）・町外の知人
友人に誇りをもって
国見町の歴史を知っ
てもらうよう努める。
（自助）・土地所有者
や事業者は、埋蔵文
化財の保護保存にお
いて、その存在を認
識し、開発行為を行
なう前に適切に対応
する。
（共助）・国見町郷土
史研究会では、会員
の研究を奨励し会報
に発表公開するほ
か、文化祭において
独自の企画展を開催
し町民に歴史・文化
財を紹介する。
（協働）・町民、文化
財の関係団体と町は
連携して文化財の保
護と活用を行う

・町は町民に地域
の歴史と文化を理
解してもらうため、
あらゆる機会を設
けて周知を図る。
・町は文化財ボラ
ンティアの養成と
人材を育成する。
・町は国見町郷土
史研究会の支援を
行う。
・町は、町指定文
化財については、
所有者、地域との
協働により保存、
伝承に努める。
・町は、郷土への
誇りと愛着が培わ
れるよう文化財の
活用を進め、文化
財の保護、活用に
あたっての情報を
積極的に提供す
る。
・県は町が行う文
化財の保護や活用
を支援する
・国・及び県は、
国・県の指定文化
財において、それ
ぞれの指定区分に
応じ、文化庁・県文
化財課と十分協議
し保存に努める。

　
　
　

【
対
象

】
町
民
　

【
意
図

】
地
域
の
資
源
を
受
け
継
ぎ

、
心
豊
か
な
人
を
育
む

４
　
地
域
の
資
源

（
タ
カ
ラ

）
を
受
け
継
ぎ

、
心
豊
か
な
人
を
育
む
ま
ち
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

1 自助・共助
の醸成（コ
ミュニティ活
動の推進）

Ａ：町民 Ａ：人口 10577
人

10242
人

10196
人

Ａ：身近なところ
で助け合って生
活している

Ａ：身近なところ
で助けあって生
活している町民
の割合

Ｂ：町内会未登録
世帯

データ
なし

187世
帯

75.3%

222世
帯

未調査

256世
帯

80%

240世
帯

80％

230世
帯

85％

220世
帯

85％

210世
帯

90％

200世
帯

・50歳以上方々は身近な人
と助けあって生活している
(町民意識調査による)
・各町内会の自主防災組織
を維持する。

20代以下の方々は、身近な
方々との助けあいが行われ
ている数値が低い。(町民意
識調査による)
市街地を中心に都市化が
進み、助け合いの精神が薄
れている。
町内会未加入者がいる。
ボランティア活動・ＮＰＯ活
動が活発でない。
地域のリーダーの高齢化が
進んでいる。

＜伸ばすべき点の対策＞
50歳以上の方々は助け
あって生活している(町民意
識調査の平均を超えてい
る。)
自主防災組織の持続的な
活動を支援する

＜問題点への対策＞
・ボランティア活動やＮＰＯ
活動の支援と醸成を行う
・地域づくりへの関心を高
め、地域のリーダーの育成
と支援を行う。
・地域づくりに対する支援を
行う。
・町内会未加入者の解消に
努める
・コミュニティの場所づくりに
努める

(自助)　町民は、住
みよいまちづくりの
ために自らででき
ることは積極的に
行う。
（自助）町民は自分
たちの地域は自分
たちで育てて行く
意識を持つ。

(共助)　町民は、身
近な方々や目的を
共有できる方々と
協力してとお互い
に助け合う。
 
(協働)  地域、各種
団体（町内会、社
会福祉協議会、ボ
ランティア団体、Ｎ
ＰＯ等）、行政は互
いに連携し、住み
よいまちづくりを行
う。

（町）　地域、各種
団体（町内会、社
会福祉協議会、ボ
ランティア団体、Ｎ
ＰＯ等）の活動を支
援する
・まちづくりの情報
の提供及び各団
体・組織への支
援。
（町）地域づくりリー
ダーの育成を図
る。

2 町民参加
のまちづく
り

Ａ：町民 Ａ：人口 10577
人

10242
人

10196
人

Ａ：行政のパート
ナーとして主体的
に行政運営に参
画している

Ａ-1：町の情報を
得る機会が十分
にあると感じる町
民の割合

Ａ-2：町政やまち
づくりに参画する
機会があると感じ
る町民の割合

　　－

　　－

39.5%

22.3%

未調査

未調査

40.0%

23.3%

45.0%

25.0%

50.0%

28.0%

55.0%

29.0%

60.0%

30.0%

・読者との双方向の広報紙
にしていく
・町民意見箱を活用し、広く
意見を求めていく。

・町民意見箱に建設的な意
見が来ない
・地域により、地域づくりへ
の関心にバラツキがある。
・行事に対する住民参加が
低い。
・地域のリーダーの高齢化
が進んでいる。

＜伸ばすべき点の対策＞
・町広報紙、回覧、ホーム
ページ等による、情報提供
の更なる充実を図る。
・町が行なう事業計画策定
については町民の意見を取
り入れる。

＜問題点への対策＞
・町民、行政、議会が情報
の一層の共有を行う
・情報を提供するための機
会・手段をより一層充実さ
せ分かりやすく伝え、迅速
かつ的確な情報提供を行
う。
・町の意思形成に町民の意
見が反映され、参加できる
仕組みを作る。

（自助）町民は、積
極的に町政に関心
を持ち、事業に参
加する。
（自助）町民は、ま
ちづくりの意思形
成に参加し、実施
にも参加する。

（共助）地域等（町
内会、ＮＰＯ等）
は、まちづくりの意
思形成に参加し、
実施にも参加す
る。

（協働）町民、地域
等（町内会、ＮＰＯ
等）、行政は情報
を共有し、連携す
る。

（町）町政に対する
理解と信頼を深め
るため、情報の提
供に努める。
（町）町民、地域等
から意見を聞く手
段を確保し、町民
の意思が町の意思
形成に反映される
よう努める。
（県・町）地域のま
ちづくりに対して支
援を行なう。
（県・町)地域の特
性を活かした、自
主的な活動が行な
える仕組みを支援
する。
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

3 交流の推
進

Ａ：町民 Ａ：人口 10577
人

10242
人

10196
人

Ａ：繋がりを強
め、あたたかく助
けあう関係を築く

Ａ：町民意識調査
問５５「あなたは、
町内で交流する
機会があると思
いますか」

問５６「国見町に
は世代間で交流
をする機会があ
ると思いますか」

問５７「国見町に
は町外の人との
交流の場がある
と思いますか」

　　－

　　－

　　－

35.0%

19.3%

11.6%

未調査

未調査

未調査

35.5%

19.3%

12.0%

35.5%

20.0%

12.0%

35.5%

20.0%

12.0%

40.0%

25.0%

15.0%

40.0%

25.0%

15.0%

・振興会等が主催するイベ
ント(盆踊り、太鼓等)におい
て、世代間交流が行われて
いる。
・食文化等を通した外国文
化との交流が始まっている

・世代間交流の機会が尐な
くなっている。
・地域間交流は、長崎・大分
国見町の合併により、行政
同士での交流はなくなった。
・国際交流の機会が尐な
い。

＜伸ばすべき点の対策＞
・町民が主体性を持ちなが
ら、互いに連携して交流の
推進に努める。
・外国人の方と交流しやす
い機会をつくり、交流を促進
する。

＜問題点への対策＞
・町民が主体性を持ちなが
ら、互いに連携して交流の
推進に努める。
・世代間で交流しやすい機
会をつくり、交流を促進す
る。
・高齢者支援の充実、農業
の振興、商工業の振興、国
見町の特産品の開発と振
興、国見町の資源を活かし
た観光振興等の施策と連携
し、生きがい活動による交
流、文化交流、経済的な交
流、物的交流により、総合
的に進める。

（自助）町民は、世
代間交流、地域間
交流、国際交流に
関心を持って、参
加する。

（共助）地域は、世
代間交流、地域間
交流、国際交流を
促進する。

（協働）町民、地
域、行政は、連携
して、世代間交流、
地域間交流、国際
交流を促進する。

(町）次世代を担う
人材育成を図り、
民間の団体グルー
プ等での交流につ
いて積極的に支援
する。
（県・町）外国人と
の日常的な交流に
より、互いに尊重し
た生活環境ができ
るように努める。

4 町民に信頼
される行政
運営

Ａ：役場職
員

Ｂ：町民

Ａ-1：役場職
員数(臨時・
嘱託員含む)

Ａ-2：役場職
員数(正職員
数)

Ｂ：人口

167人

107

10577
人

178人

100人

10242
人

182人

101人

10196
人

Ａ：効果的、効率
的な行政運営を
行っている
　

　
Ｂ：質の高い行政
サービスを享受し
ている

Ａ-1：施策目標を
達成している施
策数の割合

Ａ-2：改革改善が
できた事務事業
数

Ｂ：適切な水準の
行政サービスを
受けていると思う
町民の割合

　　－

　　－

　　－

　　－

19事業

39.9%

0.0%

8事業

未調査

10.0%

12事業

40.0%

20.0%

12事業

41.0%

30.0%

12事業

42.0%

40.0%

12事業

43.0%

50.0%

12事業

44.0%

・事務事業評価を導入して、
事務事業の改善を具体的
に取り組んできた。(３５件の
見直しを図った)
・行政経営の視点を振興計
画に取り入れた。

・尐子高齢社会、国家的な
財政難、地方分権等に対応
する町(町役場、議会と地
域)を経営する仕組みと運
用が必要となっている。
・行政サ－ビス提供のあり
方や町民との役割分担が
明確でない。
・地方分権に向けた仕事量
が増大しており、職員だけ
の対応では限界となってい
る。

＜伸ばすべき点の対策＞
・まちづくりの水準の向上と
財政の健全化を同時追求
するため、引き続き事務事
業評価による改革改善と新
たに施策評価による振興計
画の進行管理に取り組む。
・振興計画の進行管理を施
策評価(目標達成度評価)と
事務事業評価を連動させて
進行管理する。

＜問題点への対策＞
　町民起点のビルドアンドス
クラップを前提として、施策
評価と事務事業評価の結
果を予算と決算に反映させ
るＰＤＣＡサイクルを導入
し、執行重視から町民への
成果重視への転換を定着さ
せる。(5-5健全な財政運営
との連携)　さらに、施策評
価と事務事業評価の結果を
予算、組織編成、職員の適
正配置、人材育成、業務改
善等に活用する。
・町民が自発的、自主的に
まちづくり活動が行なえる
環境を整備する。
・地域の実情を的確に把握
し、まちづくりを推進するた
めには町民に対する情報を
分かりやすく伝え、町民から
の意見等を組み入れた行
政体制の充実に努める。

（自助）町民は積極
的に地域活動に参
加し、知識や能力
を地域での活動に
活かす。

（共助）町民同士
は、地域内、地域
間での課題を自ら
解決する。

（協働）町民と行政
がお互いの情報と
施策目的の共有化
を図る。
（協働）行政は広報
紙、ホームページ
を活用した情報を
発信し、町民は町
政に関心を持つ。
（協働）計画、施
策、実施に至る協
働のまちづくりを進
める。

（町）行政評価(施策
評価、事務事業評価)
により効果的かつ効
率的な町政運営(役
場、議会、地域が協
力して地域を経営す
る仕組み)を図る。
（町）施策評価と事務
事業評価の結果を予
算、組織編成、職員
の適正配置、人材育
成、業務改善等に活
用する。
（町）行政活動状況を
積極的に発信し、町
民活動の場を提供す
る。
（町）町民のニーズ、
地域の課題を把握
し、町政による情報を
分かりやすく町民に
提供し、情報共有が
できる環境づくりに努
める。
（町）施策による計画
から実施、評価を行
う各段階に町民参画
の機会を設定する。
（町）行政が責任を持
つ分野、行政の守備
範囲を明確にし、住
民と行政の負担の公
平確保を図る。
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国見町第５次振興計画基本計画

18年度 21年度 22年度 18年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 国見町の伸ばすべき点 国見町が抱える問題点
行政の役割意図

対象指標の推移
対象 対象指標

国見町の現状(第４次振興計画までの総括) 現状に対する対策
(第５次計画の対策)

成果指標
成果指標の目標値(※21年度までは実績、22年度は見込み)

施策の役割分担

 

No. 施策名
政策
名

5 健全な財政
の確立

Ａ：町の財
政（普通
会計、特
別会計、
企業会計)

Ａ-1：決算額
（普通会計）

Ａ-2：決算額
（特別会計）

Ａ-3：決算額
（公営企業会
計）

3812905

2737673

406903

(単位:千円)

4220363

2132362

540329

(単位:千円

Ａ-1・2・3：弾力性
のある健全な財
政運営が行われ
ている。

Ａ-1・2・3-1：実質
赤字比率

Ａ-1・2・3-1：連結
実質赤字比率

Ａ-1・2・3-2：実質
公債費比率

Ａ-1・2・3-3：将来
負担比率

Ａ-1・2・3-5：財政
力指数

Ａ-1・2・3-6：経常
収支比率

なし

なし

16.7%

149.1%

0.350

84.4%

なし

なし

17.4%

103.9%

0.353

81.8%

なし

なし

実施中

実施中

実施中

83.5%

なし

なし

15.0%

134.5%

0.350

85.2%

なし

なし

13.9%

140.4%

0.350

84.3%

なし

なし

13.1%

145.5%

0.350

85.8%

なし

なし

12.1%

145.0%

0.350

85.0%

なし

なし

11.5%

145.0%

0.350

85.0%

　納税組合は解散したが、
滞納処分を強化した結果、
高い収納率となった(99.4%)
　行政評価による行財政改
革を進めている(観月台文
化センターの入浴施設や自
動交付機の廃止など)

・町の人口(労働力人口)の
減尐が続いている。
・国家的な財政難により、施
策と一般財源のビルドアン
ドスクラップが必要となって
いる。
・中長期的な財政計画の立
案が必要となっている。
・町の現状と中長期の財政
見通しについて、町民と共
有されていない。
・自助、共助、公助、協働の
役割分担と負担について明
確になっていない。
・公立藤田総合病院の収支
は改善されつつあるが、病
院改築時の起債償還に対
して、引き続き支援が必要
となっている。
・公共下水道をはじめとす
る、繰出金が大きな負担と
なっている。
・公会計への対応に迫られ
ている。
・施設等の維持管理につい
て、指定管理者の設置等の
対策が必要となっている。

＜伸ばすべき点の対策＞
　引き続き高い収納率を維持す
る。　引き続き行政評価による
行財政改革を進める。
＜問題点への対策＞
　関係施策と連携して、人口
増、税収増に努める
・まちづくりの水準の向上と財
政の健全化を同時追求するた
め、引き続き事務事業評価に
よる改革改善と新たに施策評
価による振興計画の進行管理
に取り組むとともに、町民起点
のビルドアンドスクラップを前提
として、施策評価と事務事業評
価の結果を予算と決算に反映
させるＰＤＣＡサイクルを導入
し、執行重視から町民への成
果重視への転換を定着させ
る。(5-4町民に信頼される町政
運営との連携)
　中長期的な財政計画を策定
し、振興計画、行政評価と連動
させるとともに、町の現状と中
長期の財政見通しについて、
町民と共有する。
　特別会計の抜本的な整理を
行い、自助、共助、協働の役割
分担と負担を明確にする。
　公立藤田総合病院の経常収
支の改善に努める。公共下水
道の区域を見直すなど、繰出
金の縮減に取り組む。
　公会計に対応するため、財産
の現状を把握するとともに公会
計制度を導入する。
　施設等の維持管理について、
指定管理者の設置等の対策を
行う。

(自助)町民は税負
担の必要性につい
て理解し、正しく納
入する。(自助)町
民は町の財政状況
について理解す
る。
　
(共助)地域は町の
財政状況について
理解する。

(協働)町民と地域
は、公共の問題解
決の役割責任と負
担を行政と共有す
る。

(町)持続可能性の
ある財政運営に努
める。
(町)財政状況を議
会や町民と共有す
る。
(町)中長期的な財
政見通しを議会や
町民と共有する。
(国、県)地域主権
に必要な法整備を
図り、権限と財源
を町に移譲する。

6 広域行政 Ａ：県北の
行政区域

Ａ：町民人口

Ｂ：区域内人
口

10577
人

508349
人

10242
人

500748
人

10196
人

Ａ：区域内の市町
村全体での課題
を共有し、協力・
補完しあう

Ａ：他の市町村と
共同で現に処理
している事務事
業数

伊達消防組合、
衛生処理組合、
火葬場協議会、
総合事務組合、
市町村職員共済
組合、後期高齢
者広域連合、福
島地方広域行政
事務組合、公立
藤田病院組合、
大枝小学校組
合、北山組合、衛
生処理組合、福
島地方水道用水
企業団、電子自
治体運営協議
会、介護認定審
査会、信達福祉
会

14事業 15事業 15事業 14事業 14事業 14事業 14事業 14事業 ・共同で実施できる事務の
広域化が定着してきた。

町民の生活圏の広がり、町
域を超えた、行政サービス
の提供が必要になってい
る。
厳しい財政状況の中で、隣
接市町との連携や協力が
必要となっている。
町民にとっては、広域行政
のメリットとデメリットが見え
にくい。

＜伸ばすべき点の対策＞
一つの自冶体で対応が困
難な事業でも、周辺市町と
の連携により解決してい
る。

（問題点への対策）
・町民の生活圏が拡大して
おり、町域を越えた理解と
交流による連携が必要であ
る。
・広域的に必要な社会資本
整備について国・県・隣接
市町との連携を図り整備促
進を図る。
・現に共同実施している事
務事業について、見直しを
図るとともに経費節減に努
め、効率化を図ることで、質
の高い行政サービスの提供
を進める。
・事務事業によっては、民間
や他の自治体への業務委
託も検討する。

(自助)・町民は、町
域を超えた共同事
務に対して理解を
深める。

(共助)・地域は、町
域を超えた共同事
務に対して理解を
深める。

(協働)・町民と地域
は、行政と連携し
て、町域を超えた
共同事務に対して
理解を深める。

(県・町)・火葬場、
衛生処理組合等の
事務事業について
は、共同化の推進
により、広域的な
社会資本の整備を
図る。
(国・県・町)・阿武
隈川上流流域下水
道事業や福島地方
水道用水供給事業
を促進し普及率の
向上を図る。
(県・町)・福島地方
広域圏内市町村と
の相互連携と協調
を図り、効率的広
域行政を推進す
る。
(県・町)・福島拠点
まちづくり協議会に
よる広域的な共通
財産として社会資
本整備の拡充に努
める。

合計 32 施策

　
　
　

【
対
象

】
町
民
　

【
意
図

】
あ
た
た
か
く
助
け
あ
い
自
主
自
立
す
る

５
　
あ
た
た
か
く
助
け
あ
う
自
主
自
立
の
ま
ち

17/17


